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政
令
第
三
百
六
十
八
号

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら

第
八
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二

十
一
年
政
令
第
二
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令

第
一
条
中
「
並
び
に
第
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
条
第
二
項
並
び

に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情
）



- 2 -

第
三
条

法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
情
と
す
る
。

一

緊
急
か
つ
重
点
的
に
不
当
な
景
品
類
又
は
表
示
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
ほ
か
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
不
当
な
景
品
類
又
は
表
示
に
対
処
す
る
た
め
に
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大

臣
又
は
金
融
庁
長
官
が
有
す
る
専
門
的
知
見
を
特
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

（
事
業
所
管
大
臣
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
四
条

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
委
任
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
及
び
期
間
を
定
め
て
、
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁

長
官
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
費
者
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
及
び
期
間
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
行
使
の
結
果
の
報
告
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
う
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も
の
と
す
る
。

一

報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
命
令
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問
を
行
っ
た
結
果
に
よ
り
判
明
し
た
事
実

二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
地
方
支
分
部
局
の
長
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
六
条

財
務
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
い

ず
れ
も
国
税
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
特
定
事
業
者
（
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
事
業
者
及
び
そ

の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他

そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
又
は
税
関
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

２

財
務
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
い
ず
れ

も
国
税
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
特
定
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
（
当
該
所
在
地
が
沖
縄
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
沖
縄
国
税
事
務
所
長
）
又
は
税
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務
署
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
、

特
定
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
当
該
所
在
地
が

四
国
厚
生
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
国
厚
生
支
局
長
）
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
、

特
定
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
又
は
北
海
道
農
政

事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
、

特
定
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
。
た

だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
、

特
定
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局
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長
、
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
、
運
輸
支
局
長
又
は
地
方
航
空
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

７

環
境
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
、
特
定

事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た

だ
し
、
環
境
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
等
）

第
七
条

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
に

係
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
行
う
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融

商
品
仲
介
業
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
及
び
同
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
が
行
う
同
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
を
行
使
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
に
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つ
い
て
金
融
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
八
条

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引

等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
事
業
者
（

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
当
該
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に

お
い
て
「
主
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区

域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
で
、
当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
等
以
外
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事

業
を
行
う
場
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
従
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
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る
。

第
九
条

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、
法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
を
、
当
該
事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
で
、
当
該
事
業
者
の
従
た
る
事
務
所
等
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規

定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
従
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
法
第
四
条
第
二

項
、
第
六
条
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
あ
っ

て
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
不
当
な

景
品
類
の
提
供
又
は
表
示
が
さ
れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
一
般
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
を
阻
害
す
る
お
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そ
れ
が
あ
り
、
消
費
者
庁
長
官
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
正
取
引
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
公
正
取
引
委
員
会
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
の
事
業
を
所

管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官

、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又

は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
消
費
者

庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道

府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
一
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号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
金
融
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
二
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。
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理

由

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い

内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
と
し
て
事
業
者
が
講
ず
べ
き
景
品
類
の
提
供
及
び
表
示
の
管
理
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
指
針
の
策
定

に
関
す
る
権
限
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


